
日・ASEAN包括経済連携協定（AJCEP）協定に関するお知らせ

平成 21 年 10 月 23 日

経 済 産 業 省

日・ASEAN 包括経済連携（AJCEP）協定（以下「AJCEP 協定」）は、平成 21 年 10 月

23 日現在、我が国とシンガポール、ベトナム、ミャンマー、ラオス、ブルネイ、マレーシ

ア及びタイとの間で発効しております。

今般、ラオス政府より、ラオスにおける原産地証明書（CO）の遡及発給について概要

以下の情報がありましたのでお知らせします。なお、実際の運用の詳細に関しては、ラ

オス側発給当局にご確認ください。

１．商工省大臣合意「AJCEP合意における原産地証明書発行規則の実施に関する大

臣合意」（2009年 8月 3日付け（別添））によりラオスにおけるCOの遡及発行国内

手続きは完了している。

２．上記合意は、2008 年 11 月 1 日に遡って効力を有する。

以 上






